
(2)

議
案
件
名
一
覧

件
名
の
上
の
数
字
は
提
出
番
号
、
件
名
の

下
の
・
修
・
は
本
院
修
正
、
（
修
）
は
衆
議
院

修
正
を
示
す
。

内
閣
提
出
法
律
案
（
八
三
件
）
（
継
続
二
件
を
含
む
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
七
九
件
）
（
継
続
二
件
を
含
む
）

一
　
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

二
　
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

三
　
防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
　
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

五
　
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

六
　
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

七
　
農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
に
お
け
る
農
作
物
共
済
、

畑
作
物
共
済
及
び
果
樹
共
済
に
係
る
再
保
険
金
の
支

払
財
源
の
不
足
に
充
て
る
た
め
の
一
般
会
計
か
ら
す

る
繰
入
金
に
関
す
る
法
律
案

八
　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

九
　
昭
和
五
十
七
年
度
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る

法
律
案
（
修
）

一
〇
　
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤

務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

一
一
　
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二
　
郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
三
　
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
四
　
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
五
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

一
六
　
法
人
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
七
　
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
八
　
国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
九
　
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及

び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案



二
〇　

沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

二
一　

琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

二
二　

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

二
三　

臨
時
石
炭
鉱
害
復
旧
法
及
び
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
四　

機
械
類
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
五　

炭
鉱
離
職
者
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
八　

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

二
九　

厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
〇　

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

三
一　

松
く
い
虫
防
除
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
修
）

三
二　

農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
三　

農
地
所
有
者
等
賃
貸
住
宅
建
設
融
資
利
子
補
給
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
四　

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適

正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

三
五　

住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促

進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
六　

恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
七　

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
八　

国
際
科
学
技
術
博
覧
会
政
府
代
表
の
設
置
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
案

三
九　

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
〇　

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
・
修
・

（
衆
議
院
同
意
）

四
一　

ア
ル
コ
ー
ル
製
造
事
業
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
開
発

機
構
へ
の
移
管
の
た
め
の
ア
ル
コ
ー
ル
専
売
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
二　

漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
三　

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
案

四
四　

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に



関
す
る
法
律
及
び
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共

済
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
五　

漁
業
再
建
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

四
六　

関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
七　

治
山
治
水
緊
急
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
八　

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

四
九　

商
業
登
記
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
〇　

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
一　

旅
行
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
二　

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
三　

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員

共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

五
四　

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

五
五　

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
六　

小
規
模
企
業
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
七　

土
地
区
画
整
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

五
八　

国
際
通
貨
基
金
及
び
国
際
復
興
開
発
銀
行
へ
の
加
盟

に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
九　

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
国
家
公
務
員
共
済

組
合
等
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）
・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）

六
〇　

南
極
地
域
の
動
物
相
及
び
植
物
相
の
保
存
に
関
す
る

法
律
案

六
一　

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
二　

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
三　

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業
団
体
職

員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
修
）

六
四　

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
公
共
企
業
体
職
員

等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
共
済
組
合
が
支
給
す
る

年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
及
び
公
共
企
業
体

職
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

・
修
・
（
衆
議
院
同
意
）



六
五　

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
六　

船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
七　

証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
八　

外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

六
九　

砂
糖
の
価
格
安
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

七
〇　

船
員
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

七
一　

船
員
災
害
防
止
協
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

七
二　

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理

及
び
適
用
対
象
の
消
滅
等
に
よ
る
法
律
の
廃
止
に
関

す
る
法
律
案

七
三　

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

七
四　

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

七
五　

障
害
に
関
す
る
用
語
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案

七
六　

民
事
訴
訟
法
及
び
民
事
調
停
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

七
七　

裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

七
八　

海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関

す
る
法
律
案
（
修
）

七
九　

細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、

生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
関
す
る
法
律
案

第
九
十
三
回

国
会　

二
二

日
本
学
校
健
康
会
法
案
・
修
・

第
九
十
四
回

国
会　

七
四

老
人
保
健
法
案
・
修
・

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
四
件
）

二
六　

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

二
七　

防
衛
庁
職
員
給
与
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

八
〇　

刑
事
施
設
法
案

八
一　

留
置
施
設
法
案

条
約
（
二
〇
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
二
〇
件
）

一　

北
西
太
平
洋
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十
七
年
の
漁
業
に



関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和

国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
に

関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の

件

二　

日
本
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
千
九
百
七
十
七
年
の

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主

義
共
和
国
連
邦
政
府
と
の
間
の
協
定
の
有
効
期
間
の

延
長
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

三　

日
本
国
と
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
の
間
の
通
商
及
び

航
海
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件

四　

千
九
百
七
十
一
年
の
国
際
小
麦
協
定
を
構
成
す
る
一

の
文
書
で
あ
る
千
九
百
七
十
一
年
の
小
麦
貿
易
規
約

の
有
効
期
間
の
第
六
次
延
長
及
び
同
協
定
を
構
成
す

る
他
の
文
書
で
あ
る
千
九
百
八
十
年
の
食
糧
援
助
規

約
の
有
効
期
間
の
第
一
次
延
長
に
関
す
る
千
九
百
八

十
一
年
の
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る

の
件

五　

千
九
百
八
十
年
の
国
際
コ
コ
ア
協
定
の
締
結
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
の
件

六　

第
六
次
国
際
す
ず
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

七　

千
九
百
八
十
一
年
九
月
二
十
五
日
に
国
際
コ
ー
ヒ
ー

理
事
会
決
議
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
た
千
九
百
七
十
六

年
の
国
際
コ
ー
ヒ
ー
協
定
の
有
効
期
間
の
延
長
の
受

諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

八　

ア
ジ
ア
＝
太
平
洋
郵
便
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件

九　

千
九
百
七
十
八
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並

び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
〇　

千
九
百
七
十
六
年
の
海
事
債
権
に
つ
い
て
の
責
任
の

制
限
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件

一
一　

千
九
百
七
十
二
年
十
一
月
十
日
及
び
千
九
百
七
十
八

年
十
月
二
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
た
千

九
百
六
十
一
年
十
二
月
二
日
の
植
物
の
新
品
種
の
保

護
に
関
す
る
国
際
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件



一
二　

投
資
の
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
リ
・

ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締

結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
三　

原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日

本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
四　

所
得
に
対
す
る
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及

び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件

一
五　

過
度
に
傷
害
を
与
え
又
は
無
差
別
に
効
果
を
及
ぼ
す

こ
と
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
通
常
兵
器
の
使
用
の
禁

止
又
は
制
限
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件

一
六　

環
境
改
変
技
術
の
軍
事
的
使
用
そ
の
他
の
敵
対
的
使

用
の
禁
止
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
の
件

一
七

日
本
国
政
府
と
ス
ペ
イ
ン
政
府
と
の
間
の
文
化
協
定

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

一
八

日
本
国
政
府
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
人
民
共
和
国
政
府

と
の
間
の
文
化
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め

る
の
件

一
九　

北
西
太
平
洋
に
お
け
る
千
九
百
八
十
二
年
の
日
本
国

の
さ
け
・
ま
す
の
漁
獲
の
手
続
及
び
条
件
に
関
す
る

議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

二
〇　

細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、

生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

予
算
（
六
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
六
件
）

一　

昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

二　

昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
１
号
）

三　

昭
和
五
十
六
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第

１
号
）

四　

昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
予
算

五　

昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
算

六　

昭
和
五
十
七
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算



議
決
を
求
め
る
の
件
（
一
八
件
）

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
一
八
件
）

一　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

労
働
組
合
関
係
）

二　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

動
力
車
労
働
組
合
関
係
）

三　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

鉄
施
設
労
働
組
合
関
係
）

四　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

鉄
動
力
車
労
働
組
合
連
合
会
関
係
）

五　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
国
鉄

千
葉
動
力
車
労
働
組
合
関
係
）

六　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
鉄
道

労
働
組
合
関
係
）

七　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
国

電
気
通
信
労
働
組
合
関
係
）

八　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

電
信
電
話
労
働
組
合
関
係
）

九　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
専

売
労
働
組
合
関
係
）

一
〇　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
逓

信
労
働
組
合
関
係
）

一
一　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
日

本
郵
政
労
働
組
合
関
係
）

一
二　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
林

野
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業
員

（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を
含



む
。
）
」
）

一
三　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
林

野
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業
員

（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
及

び
定
期
作
業
員
」
）

一
四　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

林
業
労
働
組
合
関
係
「
定
員
内
職
員
及
び
常
勤
作
業

員
（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
常
用
作
業
員
を

含
む
。
）
」
）

一
五　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
日
本

林
業
労
働
組
合
関
係
「
基
幹
作
業
職
員
、
常
用
作
業

員
（
常
勤
作
業
員
の
処
遇
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）

及
び
定
期
作
業
員
」
）

一
六　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
印

刷
局
労
働
組
合
関
係
）

一
七　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
全
造

幣
労
働
組
合
関
係
）

一
八　

公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
（
ア
ル

コ
ー
ル
専
売
労
働
組
合
関
係
）

承
認
を
求
め
る
の
件
（
二
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
二
件
）

一　

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承

認
を
求
め
る
の
件

二　

漁
港
法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
港

整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

予
備
費
（
六
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
六
件
）

○
昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

○
昭
和
五
十
五
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁



所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

○
昭
和
五
十
五
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）

○
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

○
昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

○
昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費

増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
１
）

決
算
そ
の
他
（
一
三
件
）

●
議
決
し
た
も
の
（
六
件
）

○
昭
和
五
十
三
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
三
年
度

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
三
年
度
国
税
収
納
金
整
理

資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
三
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

（
第
九
十
一
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
三
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

十
一
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
三
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

一
回
国
会
提
出
）

○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
四
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書
（
第
九
十
四
回
国
会

提
出
）

○
昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書

○
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
（
そ
の

１
）

●
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
六
件
）

○
昭
和
五
十
四
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
四
年
度
国
税
収
納
金
整
理

資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
四
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

（
第
九
十
四
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
（
第
九

十
四
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
四
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
（
第
九
十

四
回
国
会
提
出
）

○
昭
和
五
十
五
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
五
年
度
国
税
収
納
金
整
理

資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
五
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書



○
昭
和
五
十
五
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

●
審
査
未
了
の
も
の
（
一
件
）

○
日
本
放
送
協
会
昭
和
五
十
五
年
度
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び

損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説
明
書

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
四
〇
件
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
一
七
件
）

一　

歯
科
技
工
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二　

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
料
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

四　

昭
和
五
十
六
年
度
の
水
田
利
用
再
編
奨
励
補
助
金
に

つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
案

五　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
修
）

七　

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

八　

特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

九　

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
及
び
小
笠
原
諸
島

復
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

一
一　

国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
二　

国
会
議
員
の
秘
書
の
給
料
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

一
四　

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任

用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

一
六　

離
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
四　

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
・
修
・

（
衆
議
院
同
意
）

二
七　

深
海
底
鉱
業
暫
定
措
置
法
案

二
八　

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措

置
に
関
す
る
法
律
案

三
三　

繭
糸
価
格
安
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
五　

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
一　

天
災
に
よ
る
被
害
農
林
漁
業
者
等
に
対
す
る
資
金
の

融
通
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
及
び
激
甚
（
じ
ん
）
災
害
に
対
処



す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
を
通
過
し
、
本
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も

の
（
三
件
）三

一　

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
案

三
二　

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四
〇　

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
一
四
件
）

三　

所
得
税
の
物
価
調
整
制
度
に
関
す
る
法
律
案

六　

公
立
幼
稚
園
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準

に
関
す
る
法
律
案

一
五　

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
等
の
返
還
及
び
駐
留

軍
用
地
跡
地
等
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
案

一
七　

定
年
制
及
び
中
高
年
齢
者
の
雇
入
れ
の
拒
否
の
制
限

等
に
関
す
る
法
律
案

一
八　

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
一　

地
域
交
通
整
備
法
案

二
二　

交
通
事
業
に
お
け
る
公
共
割
引
の
国
庫
負
担
に
関
す

る
法
律
案

二
五　

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
六　

住
宅
保
障
法
案

三
四　

医
療
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
六　

道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三
七　

商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作

者
等
の
権
利
に
関
す
る
法
律
案

三
八　

浄
化
槽
法
案

三
九　

所
得
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

●
衆
議
院
に
お
い
て
審
査
未
了
の
も
の
（
六
件
）

一
〇　

武
器
等
の
輸
出
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
案

一
三　

原
子
爆
弾
被
爆
者
等
援
護
法
案

一
九　

武
器
そ
の
他
の
軍
用
機
器
の
輸
出
等
の
禁
止
に
関
す

る
法
律
案

二
〇　

大
企
業
者
等
の
小
売
業
の
事
業
活
動
の
規
制
に
関
す

る
法
律
案

二
三
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

三
〇　

北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
等
特
別
措
置
法
案



本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
七
件
）
（
継
続
七
件
を
含
む
）

●
両
院
を
通
過
し
た
も
の
（
二
件
）　

（
継
続
一
件
を
含
む
）

一　

沖
縄
の
弁
護
士
資
格
者
等
に
対
す
る
本
邦
の
弁
護
士

資
格
等
の
付
与
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

第
九
十
五
回

国
会　
　
　

一

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

●
本
院
に
お
い
て
閉
会
中
審
査
す
る
に
決
し
た
も
の
（
三
件
）　

（
継
続

二
件
を
含
む
）六　

貨
物
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
秩
序
の
確
立
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案

第
九
十
四
回

国
会　
　

三

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確

保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会　
　

五

学
校
教
育
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

●
本
院
に
お
い
て
審
査
未
了
の
も
の
（
一
二
件
）
（
継
続
四
件
を
含
む
）

二　

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

三　

公
衆
浴
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

四　

雇
用
に
お
け
る
男
女
の
平
等
取
扱
い
の
促
進
に
関
す

る
法
律
案

五　

市
町
村
が
行
う
寒
冷
地
世
帯
暖
房
費
援
助
事
業
に
係

る
国
の
補
助
に
関
す
る
法
律
案

七　

育
児
休
業
法
案

八　

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

九　

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

一
〇　

戦
時
災
害
援
護
法
案

第
九
十
四
回

国
会　
　
　

一

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
教
育
職
員
及
び
医
療
施

設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児

休
業
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会　
　

二

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
女
子
教
育
職
員
及
び
医
療
施

設
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
看
護
婦
、
保
母
等
の
育
児

休
業
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会　
　

四

集
団
代
表
訴
訟
に
関
す
る
法
律
案

第
九
十
四
回

国
会　
　

七

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

決
議
案
（
三
件
）

●
可
決
し
た
も
の
（
一
件
）

一　

第
二
回
国
際
連
合
軍
縮
特
別
総
会
に
関
す
る
決
議
案



●
否
決
し
た
も
の
（
二
件
）

二
　
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
長
上
田
稔
君

問
責
決
議
案

三
　
議
長
不
信
任
決
議
案

規
則
案
（
一
件
）

●
可
決
し
た
も
の
（
一
件
）

○
参
議
院
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案




